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フ ァ ク ト シ ー ト 

《作成日：平成25年6月17日》 

 

 

１．クロムとは 

クロムは自然に存在する元素で、岩石、動物、植物、土壌、火山灰などに存在します。

クロムの一般的な形態は金属クロム(Cr(0))、三価クロム(Cr(Ⅲ))、六価クロム(Cr(Ⅵ))

です注1。三価クロムは環境中に存在しています。金属クロム及び六価クロムは工業的に製

造されます。金属クロムはステンレス鋼等の製造に、三価クロムは皮革なめし剤、クロメー

ト処理(亜鉛めっき後の後処理)やサプリメント等に、六価クロムはめっき、顔料、染色プ

ロセス、防腐剤等に用いられています。 

クロムは、空気中で酸素と結合して表面に不動態膜(薄い保護皮膜)をつくるという特徴

をもち、ステンレスやめっきに広く用いられています。鉄に 10.5％以上のクロムを添加し

た「ステンレス鋼」は、耐食性(さびにくい)・耐熱性・加工性・強度など優れた特性を備

えています。ステンレスは食卓から原子力、宇宙開発まで用途は広範囲にわたっており、

食卓では、ナイフやスプーン、鍋、ポット等に利用されています。ステンレス製器具及び

食器からの金属溶出に関する研究では、クロムの溶出量は極めて低かったことが報告され

ています。クロム含有合金の金属クロムは表面で自然に三価クロムに酸化されます。また、

ステンレスから溶出するクロムは三価であると報告されています。 

 

２．ヒトに対する影響 

金属クロム及び三価クロムは、国際がん研究機関(IARC)による評価注2で「ヒトに対する

発がん性について分類できない」というグループ 3に分類されています。環境省「化学物

質の環境リスク評価」によれば、三価クロムの暴露マージン(MOE)注 3は 5,600 であり、経

                                         
注 1 三価クロム(Cr(Ⅲ))はクロムのイオンの価数が三価のもの。六価クロム(Cr(Ⅵ))はイオン

の価数が六価のもの。 

 
注 2  国際がん研究機関(IARC)は世界保健機関（WHO）に設置されている専門機関であり、その

発がん物質分類は以下のとおり。 

グループ 評価内容 例 

1 ヒトに対して発がん性がある コールタール、たばこ、アスベストなど 

2A ヒトに対しておそらく発がん性がある アクリルアミド、クレオソートなど 

2B ヒトに対して発がん性の可能性がある わらび、ガソリンなど 

3 ヒトに対する発がん性について分類できない カフェイン、お茶、コレステロールなど 

4 ヒトに対しておそらく発がん性はない カプロラクタム（ナイロンの原料）など 

 
注 3 暴露マージン(MOE：Margin of Exposure)：暴露幅とも言います。ある化学物質のヒト暴露量

が動物実験で得られた無毒性量（NOAEL）又はベンチマーク用量信頼下限値（BMDL）に

対してどれだけ離れているかを示す係数です。NOAEL 又は BMDL／暴露量により算出しま

す。この値が大きい程、現時点の暴露量はヒト又は環境中の生物に有害性を発現するまで

の余裕が大きいということを示しています。 

 

クロム（概要） 
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口暴露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考えられるとしていま

す。 

六価クロムは工業的に製造されるものであり、毒性が強く、IARC の評価で「ヒトに対し

て発がん性がある」というグループ１に分類されています。水道法では、水質基準として

0.05mg/L 以下、食品衛生法の食品、添加物等の規格基準では、清涼飲料水の製造基準とし

て基準値 0.05 mg/L 以下が設けられています。食品安全委員会では現在、清涼飲料水の規

格基準改正に係る六価クロムの食品健康影響評価について審議中です。 

 

３．クロムの推定摂取量 

自然界に存在するクロムのほとんどは三価クロムです。従って通常の食事等から摂取さ

れるクロムは三価クロムと考えられます。クロムは必須栄養素であり、海藻、肉類、魚介

類など幅広い食品類に含まれています。代表的なものとしては、ほしひじき 240μg/kg、

豚肉 30μg/kg、さんま（生）20μg/kg などとなっています。 

推定一日摂取量は、日本では成人で 46.6μg/日未満という報告があります。英国では 22

～29μg/日、フランスでは 77μg/日、オーストラリアでは 19 歳以上の男性 27～36μg/日、

19 歳以上の女性 20～23μg/日と報告されています。 

 

４．クロムの摂取推奨量 

一日当たりの摂取の推奨量注 4は、日本では、成人(18～69 歳)男子で 40μg、成人女子で

30μgと設定されています。英国では 25μg以上、ドイツ・オーストリア・スイスでは 30

～100μg、フランスでは男性 65μg、女性 55μg とされています。米国では、一日当たり

の目安量注 5として、19～50 歳では男性 35μg、女性 25μg としています。 

  

５．サプリメントとしての摂取について 

サプリメントとしてのクロムの摂取については、世界保健機関(WHO)が、「日常の食事摂

取に加えて摂取するクロムの補助的摂取は、250μg/日を超えるべきではない」としていま

す。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準（2010 年版）」においても、「非糖尿病のヒトへ

のクロムのサプリメント投与が糖・脂質代謝改善効果をもたらさないこと、in vitro の実

験や動物実験からは三価クロムが六価クロムと同様の発がん性などの有害作用を持つ可能

性が否定できないことを考慮すると、サプリメントからクロムを大量に摂取することは控

えるべきである」としています。 

米国食品医薬品庁（FDA）は、セレンやクロムが高濃度に含まれていたある特定のダイエッ

ト用サプリメントの利用により健康被害が報告されており、クロムの過剰な摂取は疲労感、

                                         
注 4 推奨量：ある母集団のほとんど(97～98％)の人において１日の必要量を満たすと推定され

る１日の摂取量。 

 
注 5 目安量(adequate intake：AI)：推定平均必要量及び推奨量を算定するのに十分な科学的根拠が

得られない場合に、特定の集団の人々がある一定の栄養状態を維持するのに十分な量。 
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筋肉のけいれん、低血糖、腎臓や肝臓への影響を生じると注意喚起しています。 

栄養素の過剰摂取による健康障害を防ぐ基準である耐容上限量注6については、現在のと

ころ、三価クロムと健康障害との量・反応関係に関する研究が不十分であることから、日

本を含む各国で設定を見合わせていますが、サプリメントや栄養強化食品の製造時に添加

するクロムの量についてドイツは一日用量当たり 60μg、フランスは 25μg と上限を設け

ています。 

クロムの推奨量を推定摂取量と比較してみると、通常の食事で不足が問題になることは

ないと考えられます。クロムはバランスのとれた食事から十分に摂取することができ、ク

ロム欠乏症は非常に少ないという報告もあります。サプリメントを利用する場合は、その

必要性について十分に注意することが大切です。 

 

 

＊食品安全委員会では、調理器具から溶出する物質のうち、クロムについて、平成 22 年度

に「自ら評価」の候補案件として審議し、その結果、情報提供を行うこととなりました。

本ファクトシートは、平成 23 年度食品安全確保総合調査の結果を踏まえて取りまとめた

ものです。 

                                         
注 6耐容上限量（tolerable upper intake level: UL）ある母集団に属するほとんどすべての人々

が、健康障害をもたらす危険がないとみなされる習慣的な摂取量の上限を与える量。許

容上限摂取量と同義 
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ファクトシート (クロム) 

※印は文末に用語解説あり 

項目 
内容 

（原典どおりの語句を使用しているため、項目ごとに表現が異なる場合があります）

参考
文献

1.名称／別名 

クロム 
 金属クロム：Cr(0) 
 三価クロム：Cr(Ⅲ) 化合物の例：三酸化ニクロム(Cr2O3) 
 六価クロム：Cr(Ⅵ) 化合物の例：三酸化クロム(CrO3) 

 

＊本ファクトシートでは、調理器具から溶出する物質として、ま
た、通常の食事からの摂取が想定される物質として、三価クロ
ムを中心に記載する。 

 

2.概要(用途、汚染経路、
汚染される可能性のある
食品等も記載) 

クロムは自然に存在する元素で、岩石、動物、植物、土壌、火
山灰などに存在する。クロムの一般的な形態は金属クロム、三
価クロム、六価クロムである。三価クロムは環境中に存在し、必
須栄養素である。金属クロム及び六価クロムは工業的に製造さ
れる。金属クロムはステンレス鋼等の製造に、三価クロムは皮
革なめし剤、クロメート処理、顔料※等に、六価クロムはめっき、
顔料、染色プロセス、防腐剤等に利用される。 

1,2 

調理器具におけるクロム 

クロムは、空気中で酸素と結合して表面に不動態膜(薄い保
護皮膜)をつくるという特徴をもち、めっきやステンレスに広く用い
られる。 

1,2 

鉄にクロムを添加していくと、だんだんとさびにくくなっていく。
鉄に10.5%以上のクロムを添加した「ステンレス鋼」は、耐食性(さ
びにくい)・耐熱性・加工性・強度など優れた特性を備えている。 
 ステンレスは多くの分野に用いられており、食卓から原子力、
宇宙開発まで用途は広範囲にわたっている。食卓では、ナイフ
やスプーン、鍋、ポット等に利用されている。 

3 

 金属クロムやステンレスなど多くのクロム含有合金のクロムは
ゼロ価。これらの場合は、表面のクロムは自然に三価状態に酸
化される。 

4 

ステンレス製食器から溶出するクロムの挙動を検討した結
果、溶出するクロムは三価であることが報告されている。 

5 

溶出試験の結果に基づけばステンレス製品においては、クロ
ムの溶出量が低く、しかも必須金属であることから、食品衛生上
特に問題はないと考えられた。 

6 

栄養素としてのクロム 

クロム等のミネラルには、各種生理作用、代謝調節作用など
と密接な関係を有し、生体調節に不可欠なものであることから、
適正摂取量が存在する。 

7 

日本人の食事摂取基準(2010年版)において、クロムの1日当
たりの摂取の推奨量は、成人(18～69歳)男子で40μg/日、成人
女子で30μg/日とされている。 

自然界に存在するクロムのほとんどは三価クロムであり、通
常の食事から摂取されるクロムは三価クロムと考えられる。六
価クロムは人為的に産出されるものであり、自然界にはほとん
ど存在しない。食事摂取基準における耐容上限量の設定に当
たって、六価クロムの毒性は考慮の対象にしていない。 
＊各国の摂取の推奨量は「9.リスク管理措置」に記載。 

8 
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項目 
内容 

（原典どおりの語句を使用しているため、項目ごとに表現が異なる場合があります）

参考
文献

クロムを含有するサプリメントは、市場に多く出回っている。ク
ロム含有サプリメントでは、ダイエットを目的としている製品が多
い。 

サプリメントに用いられているのは、ピコリン酸クロムや硝酸ク
ロムなどの三価クロムである。 

クロム1,000μg/日までの利用であれば、副作用を示す明確
な報告はない。 

6,9,8

三価クロムはインスリンの効果を発揮させるうえで必要なミネ
ラルであると認められている。 

10 

3.注目されるようになった
経緯(中毒事例も含む) 

米国食品医薬品庁(FDA)は2008年に、セレンやクロムが高濃
度に含まれていたある特定のダイエット用サプリメントの利用に
より健康被害が報告されており、クロムの過剰な摂取は疲労
感、筋肉の痙攣、低血糖、腎臓や肝臓への影響を生じると注意
喚起した。 

11 

欧州においては、特定栄養用途食品及び一般消費者向け食
品に栄養目的で添加される三価クロムの使用についてのリスク
評価がいくつか行われている。 

9,12

4.ヒトに対する健康影響(国内/国際機関/諸外国) 

(1)体内動態(吸収～排出
までの代謝) 

欧州食品安全機関(EFSA)によれば、経口摂取後の三価クロ
ムの吸収率はヒト及びラットにおいて非常に低い(0.4～2.8%)と報
告されている。(2010) 

9 

吸収された三価クロムは血液中でトランスフェリン※に結合し、
肝臓へ運搬される。 

通常の食事中のクロム(注：原文どおり記載。三価クロムと思
われる)含有量とヒトにおける吸収率を測定した試験から、クロム
の見かけの吸収率と尿中排泄率がいずれも3％未満であるた
め、クロムの吸収率はきわめて低く、吸収されたクロムの大半は
尿へ排泄されると考えられている。しかし、クロムの吸収率はク
ロムの摂取状況に伴って変化し、クロム摂取量が約10μg/日の
場合には2％、40μg/日を超えると0.5％といわれている。クロム
の吸収率はクロムの摂取形態によっても変化する。クロムの吸
収率はさまざまな要因によって変動するため、一つの数値に集
約することは困難と思われるが、アメリカ/カナダの食事摂取基
準では1％と見積もっている。 

9 

米国有害物質・疾病登録局(ATSDR)によれば、ヒトの血漿中
のクロム濃度は、平均で2～3 nmol/L(0.10～16 μg/L相当)で、
尿中への排泄は0.22 μg/L又は0.2 μg/日であるとされている。
(2008) 

13 

(2)毒性 

①急性毒性 
  欧州食品安全機関(EFSA)：ラットへの酢酸クロムや硝酸クロ
ムの投与試験から、三価クロムのLD50

※：183～2,365(mg/kg体
重) 

9 

②遺伝毒性(変
異原性) 

欧州食品安全機関(EFSA)によれば、2004年の英国変異原性
諮問委員会(COM)による検討において、細菌を用いた変異原性
試験では、ピコリン酸クロム(三価)は遺伝毒性がないと結論づけ
られた。以前の研究には含まれなかった新しい遺伝毒性試験の
結果を加えた検討の結果、大量投与した場合には、ある種の三
価クロムは細胞毒性を有し、染色体損傷を起こす可能性がある
とされた。(2010) 

9 
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項目 
内容 

（原典どおりの語句を使用しているため、項目ごとに表現が異なる場合があります）

参考
文献

③発がん性 

国際がん研究機関(IARC)の評価によれば、 
金属クロムCr(0)は、グループ3(ヒトに対する発がん性につい

て分類できない)と評価されている。 
三価クロムCr(Ⅲ)は、グループ3(ヒトに対する発がん性につい

て分類できない)と評価されている。 
六価クロムCr(Ⅵ)は、グループ1(ヒトに対して発がん性である)

と評価されている。 

14 

欧州食品安全機関(EFSA)によれば、2年間の混餌投与試験
の結果から、雄ラットにおいては包皮腺腺腫※発生率の増加に
基づく、ピコリン酸クロムの発がん性が疑われるデータがある。
雌ラット及び雌雄マウスについては、ピコリン酸クロムに起因し
た発がん性のデータはない。ただし、この腺腫の発生は用量依
存性はなく、種間及び雌雄間でも一致しないことから、この良性
病変は投与に関係しないものと結論づけた。これにより、マウス
における無毒性量(NOAEL)※は三価クロムとして727mg/kg体重/
日(ピコリン酸クロムとして(6,100 mg/kg 体重/日に相当)、ラット
におけるNOAELは三価クロムとしては300mg/kg体重/日(ピコリ
ン酸クロムとして(2,400 mg/kg 体重/日に相当)であった。 

ピコリン酸クロム以外の三価クロム化合物を用いた実験動物
(マウス及びラット)においては、生涯にわたる2g/kg体重/日まで
の飲水投与による発がん性は観察されなかった。 

以上により、三価クロムに発がん性はないと結論づけられた。
(2010) 

9 

④生殖発生毒
性 

欧州食品安全機関(EFSA)によれば、一つを除く全ての発生
毒性試験において、有害影響は観察されなかったため、食品添
加物及び食品に添加される栄養源に関する科学パネル（ANSパ
ネル）はピコリン酸クロム(200mg/kg体重/日まで)やピコリン酸
(174mg/kg体重/日まで)の投与はマウスにおいて発達影響を引
き起こさないと結論づけた。 

マウス・ラットとも、生殖器の病理組織診断からなる生殖毒性
研究は見当たらなかった。 

多世代生殖毒性研究は見当たらず、雄の生殖器と受胎能に
おけるクロム塩(三価)の有害影響データがあることから、多世代
研究の必要性が支持された。(2010) 

9 

⑤その他の毒
性(短期・長期
毒性等) 

ラットの中・長期毒性試験において、酸化クロム(三価)を混餌
投与した結果、最大用量群でも影響がなかったことから得られ
たNOAEL2,140 mg/kg/日＊(クロムとして1,460mg/kg/日＊)以上
を採用している。 

＊：原典どおり記載。 
オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM)：ラット慢性毒性試

験での三価クロムのNOAEL0.46mg/kg体重/日に、種間差と個
人差の安全係数100を適用し、水溶性三価クロム化合物の耐容
一日摂取量(TDI)※：5μg/kg体重/日と設定、不溶性三価クロム
化合物及び金属クロムのTDI：慢性毒性は1,000倍弱いとして、
不溶性三価クロム化合物のTDIを、5mg/kg体重/日と設定。
(2001) 

15,29

5.食品中の含有実態 
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項目 
内容 

（原典どおりの語句を使用しているため、項目ごとに表現が異なる場合があります）

参考
文献

(1)国内 

日本食品標準成分表2010において、クロムの成分値が掲載
されている品目のうち、代表的な食品を抜粋。 
 ・ほしひじき：240μg/kg 
 ・さつまいも(塊根、生)：20μg/kg 
 ・ほうれんそう(葉、生)：20μg/kg 
 ・大豆(全粒 国産、乾)：30μg/kg 
 ・豚肉(脂身つき、生)：30μg/kg 
 ・若鶏肉(皮付き、生)：10μg/kg 
 ・さんま(生)：20μg/kg 
 ・あさり(生)：40μg/kg 

16 

(2)国際機関 情報は見当たらない。  

(3)諸外国等 

①EU 

英国におけるトータルダイエットスタディ※(2006) 
・パン：20μg/kg未満 
・肉製品：37μg/kg 
・油脂類：20μg/kg 
・魚：40μg/kg 
・卵：10μg/kg 
・砂糖・保存食品：80μg/kg 
・牛乳：3μg/kg未満 

(原典単位はmg/kg) 

17 

②米国 

米国有害物質・疾病登録局(ATSDR)による米国における各種食
品中のクロム濃度(2008) 

・生鮮野菜：30～140μg/kg 
・冷凍野菜：230μg/kg 
・生鮮果物：90～190μg/kg 
・果物：20μg/kg 
・乳製品：100μg/kg 
・鶏卵：160～520μg/kg 
・鶏卵：60μg/kg 
・魚：50～80μg/kg 
・生鮮魚類の可食部分：100～160μg/kg 
・肉と魚：110～230μg/kg 
・海産物：120～470μg/kg 
・穀物：40～220μg/kg 
・精糖：20μg/kg未満 

13 

③その他 情報は見当たらない。  

6.暴露情報(国内/国際機関/諸外国) 

(1)推定一日摂取量 
(サプリメントによる摂取は
含んでいない) 

現在、国民健康・栄養調査の調査項目に入っておらず、日本
全体として調査したデータはない。 

18 

日本人のクロム(注：原文どおり記載。分析方法から総クロム
と思われる)摂取量について、東京都内の 25 組の親子の食事か
らの有毒及び必須微量元素摂取量を陰膳方式により調査した
結果、成人で 46.6μg/日未満と推定されている。 

19 

英国：トータルダイエットスタディ(2006) 
一日暴露※量(dietary exposure)：22～29μg/日 

(原典単位はmg/日) 
17 

フランス：トータルダイエットスタディ(2009) 
平均摂取量：77μg/日 

20 
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項目 
内容 

（原典どおりの語句を使用しているため、項目ごとに表現が異なる場合があります）

参考
文献

オーストラリア：トータルダイエットスタディ(2008) 
推定一日摂取量：19歳以上の男性：27～36μg/日 

19歳以上の女性：20～23μg/日 
21 

(2)食品接触材料からの
移行 

日本において、ステンレス製器具及び食器からの金属溶出に
ついて、市販品及び使用中の器貝及び食器を用い、4%酢酸で
60℃又は95℃30分間の溶出試験を行ったところ、市販品では5
～28ppbのクロム(注：原文どおり記載。総クロムと思われる)の
溶出が認められた。ステンレス鋼の重要な構成成分であるにも
かかわらず、溶出量は極めて低かった。使用中の製品では検出
頻度、検出値ともに低く、繰返しの使用により溶出量が低下する
ものと考えられた。(1997) 

6 

ステンレス製食器から溶出するクロムの挙動を検討した結
果、溶出するクロムは三価であることがわかった。また、同一食
器を反復して用いると溶出クロム量は漸減していくことが明らか
となった。(1983) 

5 

台湾：焼肉用の網から溶出する重金属についての検査の結
果、クロム(注：原文どおり記載。価数不明)の溶出はみられな
かった。焼き網を使って焼いた肉中のクロム含有量は増加して
いなかった。（2007） 

22 

7.リスク評価(ADI、TDI、ARｆD、MOE等とその根拠) 

(1)国内 

日本人の食事摂取基準(2010年版)では、耐容上限量の設定
は行われていない。これは、三価クロムと健康障害との量・反応
関係に関する研究が不十分であるため、アメリカ/カナダの食事
摂取基準と同様に、耐容上限量の設定を見合わせたものである
が、「非糖尿病のヒトへのクロムのサプリメント投与が糖・資質代
謝改善効果をもたらさないこと、in vitroの実験や動物実験から
は三価クロムが六価クロムと同様の発がん性などの有害作用を
持つ可能性が否定できないことを考慮すると、サプリメントからク
ロムを大量に摂取することは控えるべきである」と記載されてい
る。 

8, 23
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項目 
内容 

（原典どおりの語句を使用しているため、項目ごとに表現が異なる場合があります）

参考
文献

環境省：「化学物質の環境リスク評価」第８巻(2010)において、
三価クロムの環境リスク初期評価を実施。 
・ ラットの中・長期毒性試験において、酸化クロム(三価)を混餌

投与した結果、最大用量群でも影響がなかったことから得ら
れたNOAEL2,140mg/kg/日＊(クロムとして1,460mg/kg/日＊)
以上を採用し、生殖・発生毒性試験での影響の可能性を考慮
して10で除した210 mg/kg/日＊(クロムとして150 mg/kg/日＊)
を無毒性量等※に設定した。 

・ 無毒性量等150 mg/kg/日＊と予測最大暴露量(経口暴露に
ついては、公共用水域・淡水と食物、土壌を摂取すると仮定し
て、2.7μg/kg/日＊程度)から、動物実験結果から設定された
知見であるために10で除して求めた暴露マージン(MOE：
Margin of Exposure)は5,600 となる。したがって、本物質の経
口暴露による健康リスクについては、現時点では作業は必要
ないと考えられる。(吸入暴露については、「詳細評価を行う候
補」とされた。) 

＊：原典どおり記載。 
注：環境リスク初期評価は、多数の化学物質の中から相対的に
環境リスクが高い可能性がある物質を、科学的な知見に基づい
てスクリーニング(抽出)するための初めのステップである。環境
リスク初期評価において、「詳細な評価を行う候補」及び「関連
情報の収集が必要」と評価された物質については、必要に応
じ、前者の場合にはより詳細なリスク評価の実施、規制法に基
づく排出抑制等、後者の場合には継続的な環境濃度の監視、よ
り高感度の分析法の開発等が図られる。 

15,24

(2) 国 際 が ん 研 究 機 関
(IARC) 

金属クロムCr(0)は、グループ3(ヒトに対する発がん性につい
て分類できない)と評価されている。 

三価クロムCr(Ⅲ)は、グループ3(ヒトに対する発がん性につい
て分類できない)と評価されている。 

六価クロムCr(Ⅵ)は、グループ1(ヒトに対して発がん性がある)
と評価されている。 

14 

(3) 世界保健機関(WHO) 

世界保健機関(WHO)：”Trace elements in human nutrition and 
health”(1996)  

「新たな知見が得られるまでクロム＊の補助的摂取は、250μ
g/日を超えるべきではない。」と記載されている。 
＊原文どおり記載。総クロムと思われる 

25 

世界保健機関(WHO)は、”Environmental Health Criteria 61” 
(1988)において、クロム全体を評価している。食品に関連する記
載としては以下があった。 
・食品経由でのクロムの摂取量は、地域によりかなり異なる。典
型的な値は、50～200μg/日であり、これらは毒性の問題を示
さない。 

・食事中の三価クロムと他の構成成分との相互作用については
ほとんど明らかになっておらず、調査がなされるべきである。 

26 
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項目 
内容 

（原典どおりの語句を使用しているため、項目ごとに表現が異なる場合があります）

参考
文献

(4)諸外国等 

①EU 

欧州食品安全機関(EFSA)の「食品添加物及び食品に添加さ
れる栄養源に関する科学パネル」(ANSパネル)は、特定栄養用
途食品及び一般消費者向け食品(栄養サプリメントを含む)に栄
養目的で添加される三価クロムの安全性に関して評価を実施し
た。 

三価クロムは、経口摂取後の吸収率が低いこと、発がん性は
ないこと、その他の調査結果を踏まえ、特定栄養用途食品
(PARNUTS)及び一般消費者向け食品(栄養強化食品及び栄養
サプリメント)に、WHOが補給的摂取量(supplemental intake)とし
て設定した250μg/日を超えないレベルで三価クロムを添加する
限り安全性の懸念とはならないと結論づけている。(2010) 

9 

欧州食品安全機関(EFSA)の「食品添加物及び食品に添加さ
れる栄養源に関する科学パネル」(ANSパネル)は、特定栄養用
途食品及び一般消費者向け食品に栄養目的で添加されるクロ
ム源としてのピコリン酸クロムの安全性に関して評価を実施し
た。 

ピコリン酸クロムの使用は、総クロム量が、WHOが補給的摂
取量(supplemental intake)として設定した250μg/日を超えない
限り懸念とはならないと結論づけている。(2010) 

12 

欧州委員会(EC)の食品科学委員会(SCF)は、ビタミンやミネラ
ルの許容上限摂取量に関する見解シリーズの一環として、クロ
ムを取り上げている。 

結論として、「ヒトにおける試験データは限られているが、1日
当たり1mgまでの補足的なクロム摂取では、副作用が引き起こさ
れるデータはなかった。欧州諸国の三価クロムの摂取量はこれ
を下回っている。ただしこの評価はピコリン酸クロムには適用さ
れない」としている。(2003) 

27 

欧州のさまざまな12か国に居住する若齢小児におけるクロム
の長期食事暴露について、EXPOCHIコンソーシアムからEFSA
に提出された科学的報告書では、若齢小児の食事経由の長期
クロム暴露量について推定している。推定の結果、国別の暴露
量の差異及び暴露量が年齢とともに減少したことが示された。
(2010) 

28 

オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM)：ラット慢性毒性試
験での三価クロムのNOAEL0.46mg/kg体重/日に、種間差と個
人差の安全係数100を適用し、水溶性三価クロム化合物の耐容
一日摂取量(TDI)※：5μg/kg体重/日と設定、不溶性三価クロム
化合物及び金属クロムのTDI：慢性毒性は1,000倍弱いとして、
不溶性三価クロム化合物のTDIを、5mg/kg体重/日と設定。
(2001) 

29 

②米国 

米 国 環 境 保 護 庁 (EPA) は 、 1998 年 に 三 価 ク ロ ム の
Toxicological Reviewを行っている。 

ラットにおける三酸化二クロムの慢性毒性試験では、全ての
投与量で有害影響が報告されていないため、最高投与量群を
NOAELとし、連続暴露の場合のNOAELを1,468mg/kg/日＊と算
出した。これに、動物種間の安全係数10にヒトとヒトとの間の安
全係数10を掛けた100と、生殖毒性に関して明確な結果が得ら
れていないなどの理由から修正係数10を適用し、1.5mg/kg/日
＊の参照用量(RfD)が導出された。 
＊：原典どおり記載。 

30 
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項目 
内容 

（原典どおりの語句を使用しているため、項目ごとに表現が異なる場合があります）

参考
文献

米国有害物質・疾病登録局(ATSDR)は、2000年にクロム全般
の健康リスクについて評価している。2012年に改訂版を公開し
ている。 

三価クロムに関しては以下のようにまとめている。 
三価クロムの健康影響に関する情報は少ない。栄養補助食

品であるピコリン酸クロムが細菌・ほ乳類細胞で変異原性を有
することが報告されている。三価クロム化合物の発生毒性及び
生殖毒性に関する動物実験データ間には矛盾があるものの、発
生及び成体の生殖器に有害影響をもたらすことがわかってい
る。 

三価クロム化合物の慢性投与試験においては、胃腸管系、
血液学的に、肝臓、腎臓、循環器系、内分泌系、筋骨格系に影
響は見られなかった。 

13 

③その他 情報は見当たらない。  

8.リスク管理措置(基準値)  

(1)国内 

日本では、食品中のクロムについては、清涼飲料水に関する
六価クロムの基準値が設けられている。 

・清涼飲料水の製造基準 
 ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外
の清涼飲料水（原水）：0.05 mg/L以下 
 ミネラルウォーター類(原水)：0.05 mg/L以下 

31 

水道法に基づく水道水の水質基準として、六価クロム化合物
については六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であることと
定められている。 

32 

食品安全委員会において、清涼飲料水の規格基準改正に伴
い食品健康影響評価を行う案件として六価クロムについて審議
中である。 

32 

(2) 世界保健機関(WHO) 
世界保健機関(WHO)(2011) 

クロム全体として 飲料水：0.05mg/L 
34 

(3)諸外国等 

①EU 

欧州委員会(EC)の食品科学委員会(SCF)は、クロムの耐容上
限量は設定していない。 

27 

欧州連合(EU)：飲用水の水質に関する理事会指令98/83/EC
において、クロムの基準値(parametric value)を0.05mg/Lとしてい
る。 

35 

英国：クロム全体として 飲料水：0.05mg/L 36 

フランス：サプリメントの製造に使用できる栄養素に関する
2006年5月9日付け省令において、クロムは1日最大用量25μg
まで認可されている。 

20 

ドイツ：サプリメントや栄養強化食品への提案最大基準値を
60μg(一日用量当たり)としている。 

37 

②米国 

米国環境保護庁(EPA)のNational primary drinking water 
Regulationsでは、飲料水の最大許容汚染物濃度を0.1mg/L(クロ
ム全体として)としている。(2009) 

38 

米国食品医薬品庁(FDA)は、ボトル飲料水中の許容レベルを
0.1 mg/L (クロムとして)としている。 

39 

③その他 
カナダ保健省(2012) 

クロム全体として 飲料水：0.05mg/L 
40 
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項目 
内容 

（原典どおりの語句を使用しているため、項目ごとに表現が異なる場合があります）

参考
文献

韓国食品医薬品安全庁(KFDA)(2008) 
鍋・フライパンなど金属製食品用調理器具におけるクロムの

溶出規格：0.1 mg/L以下 
41 

中国：食品中の上限値(クロムとして)(2012) 
穀類及びその製品のうち 

穀類(籾は玄米として計算)：1.0mg/kg 
精製された穀類の加工品：1.0mg/kg 

野菜及びその製品のうち 
生鮮野菜：0.5mg/kg 

豆類及び豆製品のうち 
豆類：1.0mg/kg 

肉及び肉製品：1.0.mg/kg 
水産動物及びその製品：2.0mg/kg 
乳及び乳製品のうち 

生乳,低温殺菌乳、殺菌乳、調製乳、発酵乳：0.3mg/kg 
粉乳：2.0mg/kg 

42 

9.リスク管理措置(基準値を除く。汚染防止・リスク低減方法等)  

(1)国内 

1日当たりの摂取の推奨量 
18～69歳：男性40μg、女性30μg 
70歳以上：男性35μg、女性25μg 

8 

厚生労働省：日本人の食事摂取基準(2010年版)では、耐容上
限量の設定は行われていないが、「サプリメントからクロムを大
量に摂取することは控えるべきである」記載されている。 

8 

東京都福祉保健局では、クロムを含むサプリメントの過剰摂
取についてホームページで注意喚起している。 

クロムは、海藻、そば、魚介類、肉類などに含まれており、日
本人の通常の食事では不足が問題になることはない。 

43 

(2)国際機関 情報は見当たらない。  

(3)諸外国等 

①EU 

1日当たりの摂取の推奨量: 
欧州：40μg 
英国：25μg以上 
フランス：男性65μg・女性55μg 
ドイツ・オーストリア・スイス：30～100μg 

9 

②米国 

米国医学研究所(Institute of Medicine：IOM)が設定した目安量
(Adequate Intake：AI) 

1～3歳：11μg/日 
4～8歳：15μg/日 
9～13歳：男性25μg/日・女性21μg/日 
14～18歳：男性35μg/日・女性24μg/日 
19～50歳：男性35μg/日・女性25μg/日 
51歳以上：男性30μg/日・女性20μg/日 

44 

米国食品医薬品庁(FDA) 
Reference Daily Intake (RDI)：120μg/日 

45 

③その他 

オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)が設定し
た目安量(Adequate Intake)(2008) 

男性：35μg/日(14歳以上)、25μg/日(9～13歳)、 
15μg/日(4～8歳)、11μg/日(2～3歳) 

女性：25μg/日(19歳以上)、24μg/日(14～18歳)、21μg/日
(9～13歳)、15μg/日(4～8歳)、11μg/日(2～3歳) 

21 



 

 - 13 - 

項目 
内容 

（原典どおりの語句を使用しているため、項目ごとに表現が異なる場合があります）

参考
文献

10.参考情報  

10-1 金属クロム：Cr(0)   

(1)物質名(ＩＵＰＡＣ) Chromium 46 

(2)ＣＡＳ名／ＣＡＳ番号 Chromium/7440-47-3 46 

(3)分子式／構造式 Cr 13 

(4)物理化学的性状  

①性状 灰色の鋼 13 

②融点(℃) 1,860℃ 47 

③沸点(℃) 2,670℃ 47 

④比重 7.19 g/cm3 (20℃) 47 

⑤溶解度 水に作用されない 47 

(5)調製・加工・調理によ
る影響 

情報は見当たらない。  

(6)備考   

10-2 三価クロム：Cr(Ⅲ)   

(1)物質名(ＩＵＰＡＣ) Chromic oxide 46 

(2)ＣＡＳ名／ＣＡＳ番号 Chromium (Ⅲ) Oxide/1308-38-9 46 

(3)分子式／構造式 

Cr2O3 
 
 
 

13 

(4)物理化学的性状  

①性状 緑色の固体 13 

②融点(℃) 2,435℃ 13 

③沸点(℃) 3,000℃ 13 

④比重 5.22 g/cm3 (25℃) 13 

⑤溶解度 不溶 (20℃の水) 13 

(5)調製・加工・調理によ
る影響 

情報は見当たらない。  

(6)備考   

10-3 六価クロム：Cr(Ⅵ)   

(1)物質名(ＩＵＰＡＣ) Chromic trioxide 46 

(2)ＣＡＳ名／ＣＡＳ番号 Chromium (Ⅵ) Oxide/1333-82-0 46 

(3)分子式／構造式 

CrO3 

 

 

 

 

13 
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項目 
内容 

（原典どおりの語句を使用しているため、項目ごとに表現が異なる場合があります）

参考
文献

(4)物理化学的性状  

①性状 赤色の固体 13 

②融点(℃) 分解 13 

③沸点(℃) 197℃ 13 

④比重(g/cm3) 2.7 g/cm3 (25℃) 13 

⑤溶解度 水に溶解 (61.7g/100mL, 0℃)  13 

(5)調製・加工・調理によ
る影響 

情報は見当たらない。  

(6)備考   
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【用語解説(五十音順)】 

腺腫 

腺組織の上皮から発生する良性の腫瘍で、脳下垂体・甲状腺・乳腺・卵巣・胃腸などにできや

すい。アデノーマのこと。 

 

LD50(半数致死量)：Median Lethal Dose, Lethal Dose 50, 50% Lethal Dose 

化学物質の急性毒性の指標で、実験動物集団に経口投与などにより投与した場合に、統計学

的に、ある日数のうちに半数(50%)を死亡させると推定される量(通常は物質量［mg/kg 体重］で示

す)のことです。LD50 の値が小さいほど致死毒性が強いことを示します。 

 

顔料 

水や油に溶けない白又は有色の不透明な粉末。分散状態で物を着色します。鉛丹などの無機

顔料と、レーキなどの有機顔料とに大別されます。印刷インキ・塗料・化粧品・プラスチックの着色

剤など広く用いられています。 

 

耐容一日摂取量(TDI：Tolerable Daily Intake) 

ヒトが生涯摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量のことで

す。 

 

トータルダイエットスタディ：Total Diet Study 

市場で売られている広範囲の食品を対象とし、食品添加物や農薬などを実際にどの程度摂取

しているかを把握するために、加工・調理によるこれらの物質の増減も考慮に入れて行う摂取量

の推定方法のことです。トータルダイエットスタディには、「マーケットバスケット方式」と「陰膳(かげ

ぜん)方式」の 2 種類があります。 
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トランスフェリン 

シデロフィリン、鉄結合性グロブリンとも呼ばれています。血中の輸送鉄と結合する分子量 75,000

のタンパク質です。 

 

暴露 

作業段階や、環境経由、製品経由、あるいは事故によって、ヒトが化学物質を吸ったり、食べた

り、触れたりして、体内に取り込むこと、また、生態系が化学物質にさらされることの総称です。 

 

無毒性量(NOAEL)等 

環境省の「化学物質の環境リスク評価」においては、「無毒性量(NOAEL)等とは、

NOAEL(NOEL)から、又は LOAEL(LOEL)を 10 で除して変換した NOAEL(NOEL)から、時間

補正のみを行って求めた数値をいう」とされています。 

 「化学物質の環境リスク評価」における用語説明 

最小毒性量(LOAEL：Lowest Observed Adverse Effect Level) 

毒性試験において有害な影響が認められた最低の暴露量。 

最小影響量(LOEL：Lowest Observed Effect Level) 

最小作用量ともいう。毒性試験において何らかの影響が認められる最低の暴露量。影

響の中には有害、無害両方を含むので、一般には LOAEL に等しいかそれより低い値

である。 

無毒性量(NOAEL：No Observed Adverse Effect Level) 

無副作用量、最大有害無作用レベル、最大無毒性量と訳すこともある。何段階かの投

与用量群を用いた毒性試験において有害影響が観察されなかった最高の暴露量のこと

である。この値に安全係数や不確定係数を乗じて、ADI や TDI を求めることがある。 

無影響量(NOEL：No Observed Effect Level) 

毒性試験において影響が認められない最高の暴露量。影響の中には有害、無害両方

を含むので、一般には NOAEL に等しいかそれより低い値である。 


